
  

《農薬販売業務自主点検表》 

点検年月日：    年  月  日  

                                                       点検者氏名：            

■共通 

点検項目 ✔欄 内 容 対 応 

届

出 

販 売 者 の 届 出
 

 
□
 届出事項（届出者氏名・住所、販売所名称・住所）に変更を

生じた日から２週間以内に届け出をしましたか。 

変更届を提出する
    

 

 

 

店

舗 

 

 

無 登 録 農 薬  □ 登録農薬及び特定農薬以外の農薬を販売していませんか。 病害虫防除所に連絡する
 

 販 売 禁 止 農 薬  □ 販売が禁止されている 28農薬を販売していませんか。   

虚 偽 宣 伝 

(販売店が行う宣

伝) 

□
 

店が作成したチラシや注文書、店頭のＰＯＰ等で、登録農薬

の有効成分含有量又は効果に関して虚偽の宣伝をしていま

せんか。 

適正な宣伝に改める
    

食 品 と の 分 離  □ 農薬の隣に食料品（ペット用の餌を含む）を置いていませんか。 棚を分ける      

農薬でない商品  □ 
農薬でない商品（不快害虫、衛生害虫用薬剤等）が農薬と誤

認されて農耕地や農作物に使用されることがないように、明

確に区分されていますか。 

棚を分ける、表示をする

等明確に区分する 

期 限 切 れ 農 薬  □ 有効期限切れ農薬を販売していませんか。            適正に処分する    

農 薬 類 似 品  □ 農薬効果をうたっていると思われる資材がありませんか。 病害虫防除所に連絡する 

 

 

帳

簿 

 

 

 

 

無 登 録 農 薬
 
□
 受払簿（仕入台帳、販売台帳）、伝票等に無登録農薬を販売

した記録はありませんか。 
 

病害虫防除所に連絡する
   

 
販 売 禁 止 農 薬

 
□
 受払簿（仕入台帳、販売台帳）、伝票等に販売が禁止されて

いる 28 農薬を販売した記録はありませんか。 

 

 

帳簿の備え付け 

 

□
 帳簿（電磁的記録も含む）を備え付け、これに農薬の種類別

に譲受数量及び譲渡数量を記載していますか。  
 

帳簿を適正に備え付ける
  

 □
 水質汚濁性農薬について譲受数量及び譲渡先別譲渡数量を

記載していますか。 

□ 帳簿を最終の記載の日から３年間保存していますか。 ３年間保存する     

□ 帳簿記載が日別になっていますか。      日別に記載する    

 

 

倉

庫 

 

 

無 登 録 農 薬  □ 倉庫等に無登録農薬がありませんか。              
病害虫防除所に連絡する

  

販 売 禁 止 農 薬  □ 倉庫等に販売が禁止されている 28農薬がありませんか。 

盗 難 防 止  □ 施錠等、盗難を防止するための措置がとられていますか。 施錠する        

食 品 と の 分 離  □ 農薬が食品と分離されていますか。                食品と明確に分離する 

期 限 切 れ 農 薬  □ 有効期限切れ農薬がありませんか。              適正に処分する    

農 薬 類 似 品
  
□
 農薬登録がなく、農薬効果をうたっていると思われる資材が

ありませんか。  
病害虫防除所に連絡する

 

 

■毒物又は劇物に該当する農薬の販売がある場合 

点検項目 ✔欄 内 容 対 応 

毒物劇物販売登録 □ 毒物劇物販売業の登録を受けていますか。 保健所に問い合わせる 

 

■農薬として使用することができない除草剤の販売がある場合（道路や駐車場等で使用する除草剤） 

点検項目 ✔欄 内 容 対 応 

当該除草剤の 
販売に係る表示  

□
 公衆の見やすい場所に、当該除草剤を農薬として使用できな

い旨の表示がありますか。 
販売があれば表示する

 

 


